
（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

第
十
八
条

法
附
則
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

法
（
第
二
十
六
条
及
び
第
二
十
七
条
を
除
く
。）の

規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
四
条
第

二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
一
項
の
予

防
接
種
済
証
に
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
（
病
原
体
が
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
の
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
令
和
二
年
一
月
に
、
中
華
人
民

共
和
国
か
ら
世
界
保
健
機
関
に
対
し
て
、
人
に
伝

染
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
が
新
た
に
報
告
さ
れ

た
も
の
に
限
る
。）で
あ
る
も
の
に
限
る
。）に
係
る

予
防
接
種
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す

る
も
の
と
す
る
。

第
十
八
条

法
附
則
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

法
（
第
二
十
六
条
及
び
第
二
十
七
条
を
除
く
。）の

規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
四
条
第

二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
一
項
の
予

防
接
種
済
証
に
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
（
病
原
体
が
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
の
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
令
和
二
年
一
月
に
、
中
華
人
民

共
和
国
か
ら
世
界
保
健
機
関
に
対
し
て
、
人
に
伝

染
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
が
新
た
に
報
告
さ
れ

た
も
の
に
限
る
。）で
あ
る
も
の
に
限
る
。）に
係
る

予
防
接
種
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す

る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

被
接
種
者
が
予
防
接
種
を
受
け
た
期
日

三

被
接
種
者
が
予
防
接
種
を
受
け
た
期
日
及
び

場
所

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）

令和年月日 火曜日 (号外特第号)官 報

〇
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
八
号

予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
十
一
条
及
び
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
予
防

接
種
法
施
行
規
則
及
び
予
防
接
種
実
施
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
十
一
月
十
六
日

厚
生
労
働
大
臣

後
藤

茂
之

予
防
接
種
法
施
行
規
則
及
び
予
防
接
種
実
施
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
予
防
接
種
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

予
防
接
種
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。





様
式
第
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 火曜日 (号外特第号)官 報 



（
予
防
接
種
実
施
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

予
防
接
種
実
施
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
予
防
接
種
の

初
回
接
種
）

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
予
防
接
種
に

係
る
接
種
の
方
法
）

第
七
条

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
予

防
接
種
の
初
回
接
種
（
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て

「
初
回
接
種
」
と
い
う
。）は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
七
条

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
予

防
接
種
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方

法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
予
防
接
種
（
次
条
第
一
項

に
規
定
す
る
追
加
接
種
を
除
く
。）を
受
け
た
後
に

重
篤
な
副
反
応
を
呈
し
た
場
合
そ
の
他
前
項
各
号

に
掲
げ
る
方
法
以
外
の
方
法
で
接
種
を
行
う
必
要

が
あ
る
場
合
に
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に

準
ず
る
方
法
で
あ
っ
て
、
接
種
回
数
、
接
種
間
隔

及
び
接
種
量
に
照
ら
し
て
適
切
な
方
法
に
よ
り
初

回
接
種
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
予
防
接
種
を
受
け
た
後
に

重
篤
な
副
反
応
を
呈
し
た
場
合
そ
の
他
同
項
各
号

に
掲
げ
る
方
法
以
外
の
方
法
で
接
種
を
行
う
必
要

が
あ
る
場
合
に
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に

準
ず
る
方
法
で
あ
っ
て
、
接
種
回
数
、
接
種
間
隔

及
び
接
種
量
に
照
ら
し
て
適
切
な
方
法
で
接
種
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
予
防
接
種
の

追
加
接
種
）

第
八
条

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
予

防
接
種
の
追
加
接
種
は
、
一
・
八
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル

の
生
理
食
塩
液
で
希
釈
し
た
前
条
第
一
項
第
一
号

に
掲
げ
る
ワ
ク
チ
ン
を
初
回
接
種
の
終
了
後
六
月

以
上
の
間
隔
を
お
い
て
一
回
筋
肉
内
に
注
射
す
る

も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
〇
・
三
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル

と
す
る
。

（
新
設
）

２

前
項
の
追
加
接
種
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
注
射
で
あ
っ

て
、
前
条
に
規
定
す
る
注
射
に
相
当
す
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
当
該
注
射
を
初
回
接
種
と
み
な
す
。

令和年月日 火曜日 (号外特第号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
係
る
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
予
防
接
種
法
施
行
規
則
様
式
第
三
に
よ
り
使

用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
同
令
様
式
第
三
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。




